
 資材お取引先様 各位 

２０１９年２月 

日管株式会社 購買課 

 

消費税率変更に伴う対応について 

 

 

 

 日頃はお世話になり、誠にありがとうございます。 

本年１０月より消費税率の引上げが実施された場合、弊社からのお支払の消費税分に 

ついては、以下の通りとなります。ご理解を頂きますよう、よろしくお願いします。 

  

 １．注文書発行分（「注文請書兼請求書」によるご請求分）について 

   弊社担当者の検収日により、適用税率を決定します。 

 

 

 

 

注文書発行分の出来高払い（分割請求）も同様に、出来高分の検収日が決定の基準

となります。（ひとつの注文書につき、出来高分の検収時期によりお支払いする消費

税率が違う場合があります。）  

いずれの場合も、弊社担当者が検収日を判断しますので、必要に応じ弊社現場担当

者とお打合せ願います。 

 

 ２．資材専用伝票によるご請求分について 

   消費税率は、品名仕様欄に記入された納入日により決定します。 

   品名仕様欄に納入日の記入が無い場合は、請求日により決定します。 

   （但し、弊社現場担当者が納入日を判断する場合があります。） 

   適用税率は、上記に準じます。 

 

  ご不明点は購買課へご照会ください。 

 

検収日が２０１９年９月３０日までのもの・・・８％ 

 検収日が２０１９年１０月１日以降のもの・・・１０％ 

 

本書の内容は、業者コードが５００００番以降のお取引先が、弊社の指定書式である「注文請書兼請求書」 

「資材専用伝票」でご請求をいただくお取引に適用します。該当しない場合は、別記をご参照ください。 

品名仕様欄に納入日の記入がない場合は 

請求日により決定します。 

品名仕様欄の納入日により決定します 

2019.09.30まで→ 8％ 

2019.10.01以降→ 10％ 


